
町・県民税申告並びに確定申告について町・県民税申告並びに確定申告について
令和8年2月16日（月）～ 3月16日（月）
（午前）9：00～10：30　（午後）1：00～3：00
八重瀬町役場 1F

●領収書（必要経費、医療費等）の仕分け・計算の補助は行っておりません。事前に必ずご自身で収支内訳書や
医療費の明細書を作成してください。

●毎年、申告日程の最終週がかなり混雑する傾向にあります。申告会場の混雑を避けるため、行政区ごとの指定日に
ご来場くださいますようご理解・ご協力をお願いします。※都合が悪い方は指定日以外の日でも受付いたします。

●自動車等の移動手段が無い申告者は、申告会場送迎サービス車両や南部徳洲会病院の送迎バス、八重瀬町
のお出かけ送迎サービス車両をご利用ください。（※詳細は広報やえせ2月号P10をご参照ください）

●町・県民税の申告は郵送での受付も可能ですのでその際はお電話にてご相談ください。
●申告期限の３月１６日（月）を過ぎますと、次回の申告受付は６月１日（月）からとなりますのでご了承ください。

令和8年度令和8年度

高 良
当 銘
小 城

宜次/白川ハイツ/外間団地
友寄/友寄第一団地
大倉ハイツ/友寄東ハイツ
屋宜原/屋宜原団地
県営屋宜原団地

指定日に来れない方
（全地区対象）

東風平

３月５日（木）
３月６日（金）

上田原
志多伯

富 盛
世名城

２月２６日（木）
２月２７日（金）

３月１日（日）

指定日に来れない方
（旧東風平地区対象） ３月４日（水）

３月２日（月）
３月３日（火）

３月９日（月）
３月１０日（火）

３月１１日（水）
～３月１３日（金）

３月１６日（月）

行政区 受付日 行政区 受付日 行政区 受付日
玻名城
安 里
与 座
仲 座

指定日に来れない方
（旧具志頭地区対象）

２月１６日（月）
２月１７日（火）

２月１８日（水）

２月１９日（木）
２月２０日（金）

２月２４日（火）
２月２５日（水）

後 原

港 川
大頓/県営大頓団地

長毛/県営長毛団地

伊覇/県営伊覇団地

外間/外間高層住宅

具志頭
新 城

行政区により受付日が異なります

【受付期間】
【 郵 送 先 】

令和8年2月16日（月） ～ 3月16日（月）※当日消印有効
〒901-0492 八重瀬町字東風平1188番地 八重瀬町役場 税務課 住民税班宛
※申告書がお手元にない場合は、ご連絡いただければ郵送いたします。

〇町・県民税の電子申告 eLTAX（エルタックス）・・・eLTAXのホームページ、マイナポータルから申告できます！
〇所得税の電子申告 e-Tax（イータックス）・・・国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」から申告書

を作成してe-Taxで送信！
所得税の確定申告（国税・e-Tax等）について：那覇税務署 ☎098-867-3101

受付・順番待ちの人数がリアルタイムでインターネット上に公開されていますの
で、混雑状況や、待ち時間の目安が、パソコン・スマートフォンで確認できます。

指定日に来れない方
（全地区対象）

（※南の駅 やえせでの申告受付はありませんのでご了承ください）

八重瀬町申告会場待ち状況情報提供サービス（提供：Airウェイト）
URL:https://airwait.jp/WCSP/storeDetail/?storeNo=AKR1801887255

スマートフォン等で２次元コードを読み込むことでもアクセスできます。

申告会場の混雑状況がパソコン・スマホから確認できます

82026.2

納　税

広報 やえせ

令和8年１月１日現在、
八重瀬町に住んでいた。

申告が必要です。
（税務署へ確定申告書を提出した方は除く）

税務署で申告が
必要です。
役場では受付
できません。※1

給与収入、公的年金
以外の収入がある。

スタート

《 お問い合わせ｜税務課 住民税班｜☎098-998-9593 》

町・県民税申告をする必要があるか確認しましょう！町・県民税申告をする必要があるか確認しましょう！

※1 確定申告の青色申告の方や準確定申告（お亡くなりになられた方の代わりに申告）の方、損失申告（株式の繰
越損失等）の方は那覇・北那覇税務署の合同会場（結の街）で確定申告をしてください。

※2 住宅ローン控除の1回目や雑損控除（災害・盗難・横領等）に該当する方は那覇・北那覇税務署の合同会場（結
の街）で確定申告をしてください。

※3 勤務先の事業所から給与支払報告書が提出されなかった場合は、申告が必要になります。給与支払報告書の
提出の有無については、勤務先の事業所にお問い合わせください。また、給与収入が2,000万円を超える方
や２ヵ所以上からの給与収入がある方、年末調整をしていない方、年金収入が400万円を超える方は申告が
必要です。（税務署へ確定申告書を提出した方は除く）

※4 町・県民税申告書は郵送により提出することができます。また、マイナンバーカードを利用してスマホやパソコ
ンから申告できます。申告がない場合、所得課税証明書等が発行できません。また、国民健康保険税の軽減判
定や高額療養費の支給、保育料の算定、その他手当等の判定に際し、前年中の所得の審査を行うため、役場で
ゼロ申告（所得が無いことの申告）を行う必要があります。

※このフローチャートは簡易的な目安のため当てはまらない場合があります。また申告の内容によっては
役場で受付できない場合もあります。

・給与の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・営業、農業、不動産の収
支内訳書、または帳簿及
び領収書
・その他所得が確認でき
るもの

・「マイナンバーカード」
または「マイナンバー通
知カード+身分証」
・通帳（所得税の還付が
ある場合）
・税務署からの「お知らせ
はがき」等
・利用者識別番号が記載
された書類

・社会保険料控除証明書、領収書（国民年金、国民健
康保険、後期高齢者医療、介護保険）
・生命保険料控除証明書　・地震保険料控除証明書
・障害者手帳　・医療費控除明細書
・医療保険者から発行される「医療費のお知らせ」
・医療費の領収書
・住宅ローン控除（2回目以降）に係る年末残高証明
書、住宅借入金等特別控除証明書
・寄附金の受領書　・その他控除証明書

令和８年１月１日現在に
お住まいの市町村で申告してください。
（八重瀬町への申告は不要です）

令和7年１月１日～12月31日の間に収入があった。

ゼロ申告が必要です。※4
（郵送・ネット申告が可能です）

給与収入、公的年金がある。
（国民年金、厚生年金等）

申告不要※3

日雇い、営業、農業、不動産、
その他収入がある。※1

非課税収入がある。
（障害・遺族年金等）

はい

収用を除く譲渡所得（土地、建物、株の売却等）、先物取引、FX、配当所得（株の配当等）、
仮想通貨、暗号資産、青色申告、準確定申告、損失申告（株式の繰越損失等）がある。

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

医療費控除、障害者控除、扶養控除、
配偶者控除等の控除を受ける。※2

申告に必要な書類
所得関係 控除関係 その他

2026.29 広報 やえせ
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